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No. Question Answer

1

「①開催地での実施事業」と「②開催地以外の地域での実施事

業」の違いは何か。

事業②は、開催地を含む３都府県以上(北海道・沖縄については

３都市以上)が申請主体となる必要がある。また、上限額2,000万

円で、事業①と異なり自己負担割合はない。加えて、MICE開催

地の周辺地域における魅力向上及び機運醸成が目的であることか

ら、開催地以外での参加者の宿泊を前提とした企画であることが

申請要件となる。

2

実際の国際会議開催時での実証が可能ということだが、実際の

ミーティング・インセンティブ旅行での実証も可能か。その場

合、国際会議のように要件はあるか。

応募要領に記載している国際会議での実証のほか、実際のミー

ティング・インセンティブ旅行においての実証も可能。ミーティ

ング・インセンティブ旅行の場合は日数・参加者数などの要件は

ない。但し、海外から招請した者への実証事業開催地までの交通

及び宿泊費は事業負担費に含まない。

なお、国際会議及びミーティング・インセンティブ旅行での実証

では、あくまでもモニターとしての立場での参加となるため、ど

のような立場の参加者であっても観光庁・事務局が定める事項に

ついてのフィードバックが必須。

3
国際会議について民間企業や業界団体が主催する国際会議は含ま

れるか。

含まれる。

4

申請主体について、提案時点では設立見込みの状態でよいか。そ

の場合、選定後いつまでに正式に設立する必要があるか。

提案時点では設立見込みでも構わないが、事業予算確保が担保さ

れており、事業選定後に提案内容とかけ離れた構成とならないよ

う充分に注意ありたい。

5
申請主体における事業者間の契約締結等は必要か。 契約締結を書面で証明する必要はない。

6
自己負担に関して、施設運営事業者の施設利用料の割引や免除を

受けた場合、自己負担部分の金額に組込むことができるか。

組み込むことは可能。なお、自走化につなげるため「２割負担」

としている。

7

経費予定額については事業計画提出時は概算で問題ないか（見積

書の提出は不要か）。

採択後に実証内容・計画ともに再度精査することで内容が変わり

うるため、申請時点では見積書の提出は不要。

なお、概算で記載していた事項を必ずしも経費として認めるわけ

ではなく、本実証をより良いものとするために観光庁及び事務局

より調整を入れることがある。

8

申請した内容で実行したいが可能か。 事業採択後に、その事業における課題・強み、中長期戦略をもと

に専門家・有識者の意見を踏まえながら再度検討し直す前提。そ

の後、観光庁・事務局と協議して決定したものののみ実証事業と

なる。

9
説明会は実施するのか。 予定はない。不明な点等は個別にＭＩＣＥ室までメールでご相談

いただきたい

10

 ｢１つの申請主体につき、応募は1件まで｣との事だが、１つのCB

等が複数の申請主体に属し、複数の提案に参加する事は可能か。

地域毎に「MICE開催地」として考えていただいた上で申請主体

を形成頂きたい。

同一地域での複数申請は認めていないので地域内でよく調整の上

申請ありたい。

11

国や都道府県で、同一の内容に関して助成を受ける事は、自主財

源とはならないかもしれないが、本事業のプログラムから派生さ

せた別の企画コンテンツを開発し、その内容の趣旨が異なり、異

なる省庁から別の助成を受ける等と言った場合、この助成は自己

負担と勘案される可能性があるか。

今後の自走化を考慮して自己負担を求めており、他省庁からの助

成では自走化に繋がると考えにくいため勘案しない。

12

MICE開催地での実証事業の総事業費が1500万円の場合、観光庁

支出が1000万円(上限いっぱいでの支援)、自己負担が500万円と

いう考え方でよろしいか。

自己負担が２割以上が条件なので自己負担は200万円でも可能。

事業効果拡大のために質問の額500万円を負担いただくのはもち

ろん歓迎する。

① 地域のＭＩＣＥ誘致力強化促進事業
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13

観光庁WEBサイトに掲載されているPowerPoint資料内の「①開

催地での実施事業」について、事業例として「実際の国際会議の

期間中に実施」との記載がある一方で、公募要領には「国際会議

との連携」は必須の条件にはなっていないように読み取れたのだ

が、どのように理解すればよいか。

実際の国際会議期間中の事業実施が最も効果的という事業例の紹

介であり、「国際会議との連携」が必須の条件という訳ではな

い。

14

沖縄や北海道の場合、「3都市以上の連携が必要」とあるが、こ

れは例えば沖縄県内の都市間での連携も可能か。それとも、県外

の都市を含む連携が必須要件となるのか。

沖縄や北海道の場合、｢3都市以上｣を条件としており、例えば沖

縄県内の市町村間での連携は可能。また、都道府県をまたぐ3自

治体以上での連携も可能。

15

「事業を実施しようとするエリアにおける基本情報（MICE実

績、地域の課題と強み、KGI・KPI等）」の項目において、地域

ごとに内容が異なる場合は、申請主体となる地域単位でそれぞれ

記載すべきか。

地域単位で記載をされたい。

16

ユニークベニュー施設に関する記載で、深夜利用の調整が可能、

という記載があるが、深夜利用とは何時頃のことを指しますの

か。

具体的な時間を指定しているわけではなく、イベントやレセプ

ション会場として利用する際、夜の時間帯での利用もるため、そ

れを想定した時間帯とお考えいただきたい。

17

今回申請する事業は、特定の学会を活用させていただくため、自

己負担は学会にお願いする予定。

そのため、協議体に学会にも参画していただくことになるが、次

年度以降は別の学会で活用いただくようなプログラムを想定して

いるため、協議体は単年度のものになるが、申請は可能か。

申請可能。次年度以降は、是非別の学会でご活用いただきたい。

18

Ⅱ募集内容【留意事項】に、「実際の国際会議開催時での実施を

想定している場合につきましては、～（略）お願いします。

（採択後に内容等を調整いたしますので、 地域の採択＝当該国

際会議で実施するという保証はございませんので予めご了承くだ

さい。）」との記載があるところ、採択後に国際会議が変更と

なった場合、申請主体の構成員を変更することは可能か。

 

例）申請時にA市で開催される国際会議を想定し、本県及びA市

の関連機関で申請主体を構成。

→採択後、B市で開催される国際会議に変更となった場合、本県

及びB市の関連機関で申請主体を構成。

採択後に国際会議が変更となった場合、申請主体の構成員を変更

することは可能。なお、計画時の国際会議から別の会議に変更す

るに当たっては、個別に判断が必要。
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19

民間企業でも申請可能か。また企業大会や団体大会などでも申請

可能か。

民間企業でも申請は可能だが、公募要領にも記載しているとお

り、３種以上の機関で１つの申請主体を構成し、連携体制を構築

することが必要。申請主体の代表は、CB、DMO、地方自治体の

いずれかとし、地方自治体の参画は必須。

本事業は、MICEの誘致・開催を促進するための事業であり、企

業大会や団体大会は、本事業の概要・目的から外れた内容となる

ため、申請不可。

対象となるのは、地域の課題や強みに基づいた新規性のある取取

組であり、既に実施されているものと同様の内容は対象外。 具

体的な内容としては、新しいユニークベニューの開拓や地域の産

業資産を活かした体験型コンテンツの開発、最新テクノロジーの

活用など。 モニターツアーを実施する場合には、海外の目線を

持つ参加者からのフィードバックを得ることが必須条件。

※「ＭＩＣＥ」とは、企業系会議（Ｍ：Meeting）、企業の報酬

旅行（Ｉ：Incentive Travel）、国際会議（Ｃ：Convention）、

展示会・見本市・イベント等（Ｅ：Exhibition / Event）の総称

20

既存のインベントについて、本事業の対象となるのか。 既存イベントを開催することのみで本事業を活用することは不

可。事業として必要になる要件は質問番号「19」を確認された

い。

21

新規ユニークベニューの開拓や利用形態として初の試み、再開発

には、「最低でも２０名以上の人数が体験可能なものであるこ

と」という条件は含まれるのでしょうか。

含まれる。

22

大型スポーツ大会も対象となるのか。 対象となる。

ただし、本事業の趣旨や事業内容を充分ご理解いただき、単なる

大会開催支援策にならないようご留意いただきたい。

23

事業終了後の事業経費の振り込み先は、代表機関宛てとなるで

しょうか。もしくは、代表機関以外を振り込み先としてご依頼し

てもよろしいでしょうか。

また、複数の振込先とそれぞれの振込金額を指定することは可能

でしょうか。

事業終了後の事業経費の振込先は、代表機関もしくは申請主体の

いずれかの団体・組織とされたい。

また、複数の振込先とそれぞれの振込金額を指定することはでき

ない。

24

「３都府県以上で事業を営んでいる団体等が申請主体として入っ

ており、かつそれぞれの都府県で実施する企画」であれば、満た

すことが可能という理解でしょうか。

（各都府県の自治体が必須でしょうか。）

申請主体を構成する団体や組織が開催地を含む３都府県以上(北

海道・沖縄については３都市以上）で構成され、連携体制を構築

することが必要。また、事業実施後も継続的にＭＩＣＥを推進し

ていく観点から、地方自治体の事業参画は必須とする。

25

申請主体の代表は、CB、DMO、地方自治体のいずれかとありま

すが、費用の支払いにあたっては、申請主体に属する旅行会社が

支払うことができますか。可能な場合で、企画運営を申請主体に

属する旅行会社が行う場合、その費用に対して領収書の発行の必

要がありますか。

例）旅行社Aが会計を担当し、且つ企画運営を行う場合、観光庁

へ費用請求にあたっては、旅行社Aの発行する領収書の発行が必

要ですか

可能。

領収書を発行する必要がある。

26 経費において、委託費、人件費は計上できますか 計上が可能。

27
観光庁・事務局との窓口は、申請主体の代表者以外の構成連携事

業者が行うことができますか

可能。
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28

窓口の一元化とは、エクスカーションやコンテンツの販売窓口と

いう意味でしょうか。

採択された地域として、タリフやプロモーションツールの作成や

販売などをバラバラに行なうのではなく、協力連携し誘客に繋が

る取組を行なうための一元化と認識されたい。

29

人件費の計上にあたっての従事者の時間単価計算の提出物は何が

必要でしょうか

採択後、事務局と通じて定型の精算書一式を案内する予定。その

精算書類の提出の際に、根拠となる資料として労働時間記録表ま

たは、それに準ずる根拠資料の提出を求める。

30

事業のすべてを申請主体を形成する関連事業者に委託することが

できますか、もしくは、事業のすべてを申請主体に属さない関連

事業者に委託することができますか（費用支払い、自己負担金を

含む）

できない。

31

対象外となる経費に「申請主体の会食費、飲料代」とあります

が、エクスカーションに申請主体の大学OR 研究機関のメンバー

が参加する場合、昼食や夕食、ランチミーティングの飲食は申請

できませんか？

対象外となる経費に記載している「申請主体の会食費、飲料代」

とは、実証事業以外の部分でのことを示す。実証事業の中でエク

スカーションが行なわれるのであれば、そこに参加する申請主体

の大学または、 研究機関のメンバーの会食費や飲食代は対象内

となる。

32

申請主体を３種類以上の期間で１つの申請主体を構成し、、、と

ありますが、契約はコンソーシアム協定書でおこないますか？

協定書に限らずどのような形とするかは求めない。申請主体の構

成者間で協議ありたい。

33

申請主体は、自治体やビューロー、DMOで構成しながら、経費

負担を学会に求めるといった形も可能でしょうか。その場合、ご

支援いただく経費の振込先は学会となります。

申請主体の構成メンバーの中に学会が含まれているのであれば可

能。

34

類型①について、２つのイベントを１つの申請として提出するこ

とは可能でしょうか。2つが全く別の催しなら不可、２つが相互

に関連しており一体として効果を発揮するなら可、など、可否を

教えてください。

可能。別の催しでも可だが、複数の事業を実施することによる相

乗効果が生まれることが望ましい。

35

観光庁WEBサイトで公表されている質問13の回答において、「①

開催地での実施事業」については、「「国際会議との連携」が必

須の条件という訳ではない」とご回答されていますが、これは

「②開催地以外での実施事業」も国際会議や国際イベントとの連

携が必須の条件という訳ではないという理解でよろしいでしょう

か。

（もし上記記載の理解でよい場合、）

公募要領４ページに記載された「（※）事業②については、開催

地を含む３都府県以上で開催し、開催地以外での参加者の宿泊を

前提とした企画であることが申請要件となります。」との記載に

おける「開催地」については、例えばMICE商品造成を目的とす

る事業の場合、MICE商品においてMICE実施しようとする場所を

「開催地」と読み替えるという理解でよろしいでしょうか。

ご認識の通り。

36

観光庁WEBサイトで公表されているPowerPoint資料の記載につ

いて、「②開催地以外での実施事業」について、MICE商品造成

を目的とする場合には期間前実施可」との記載がありますが、こ

れは、MICE商品造成を目的とする場合は、特定の国際会議と連

携する場合、その期間前に実施することが可能という意味であ

り、国際会議と連携しない場合、期間は不問という理解でよろし

いでしょうか

ご認識の通り。


